
保護樹林の指定解除について（諮問第199号）

樹林の所在地 大泉学園町７丁目８番 保護樹林第85号
指定年月日 平成27年9月4日

1

解除事由
　みどりを愛し守りはぐくむ条例第22条第１項第２号に基づき、所有者か
ら指定の解除の申請があったため。

経　緯 保護樹林区域売却に伴い、所有者より解除申請書が提出されたため。
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